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千曲市保養センター佐野川温泉竹林の湯の指定管理者（管理運営を実施する団体）

を募集します。 

平成 15 年９月の地方自治法の改正により、「公の施設」の管理運営に指定管理者

制度が導入され、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず、民間事業者も「公

の施設」の管理運営ができるようになりました。 

この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、民間

の能力を活用して、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的としてい

ます。 

 

１ 募集の概要 

(1) 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間とします。 

(2) 施設の概要 

  ・名 称    佐野川温泉竹林の湯 

  ・所在地    千曲市大字桑原１５５１番地 

  ・開設年月   平成１９年１２月２５日 

    ・建物の構造    建築構造  鉄筋平屋、浴室部及び地下機械室鉄筋コンクリ

ート造 

          敷地面積  3,537.66 ㎡ 

          延床面積  802.74 ㎡ 

 (3) 施設の現行の開館時間等 

  ・開館時間  午前１０時～午後９時 

・休館日   毎月第２・第４水曜日 

       １２月２９日～翌年１月３日 

●年末年始の開館に係る休館日・営業時間等について提案を求めます。 

 

 (4) 施設の内容                  単位：㎡ 

室  名 
面  積 備考 

 男 女  

玄関・ギャラリー・廊下 142.55    

事務室 10.27    

世代間交流室 49.68   
休息室 

健康相談室 29.81   

運動機能訓練スペース 24.57    

自動販売機コーナー 4.96    

職員休憩室 7.86    
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休憩室兼待合室 15.18    

浴室 174.06 87.03 87.03  

脱衣室 85.48 41.23 44.25  

トイレ 15.45 7.45 8.00  

多目的トイレ 6.21    

機械室 152.79    

給湯室 3.31    

●建物の図面（配置図、平面図、断面図等）は、千曲市市民環境部市民生活課

（市役所２階）において閲覧できます。 

 

２ 施設の設置目的及び管理運営方針 

 (1) 施設の設置目的 

千曲市保養センター（佐野川温泉竹林の湯）は、市民の健康増進等の拠点

として、市民に対し、より開かれた身近な施設となることが期待されていま

す。 

(2) 基本方針 

指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、質の高いサービスを利

用者に提供するとともに、利用者が世代を超えて交流のできる、地域に根ざ

した施設となることを目指す。 

(3) 維持管理方針 

    施設や設備は、その機能と特性を十分に把握した上で全ての施設を清潔に

保ち、かつ、その機能を正常に保持するとともに、次年度の運営を視野に入

れて、適正な維持管理と必要に応じた保守点検を行う。 

(4) 開館期間中の運営方針 

・利用者の安全対策を第一に運営すること。 

・利用者に対応する時は、明るい笑顔で挨拶し、親切・丁寧を心がける 

ように努めること。 

・利用者のニーズを常に把握し、管理運営に反映するように努めること。 

・施設内を清潔に保つとともに、光熱水費の削減に努めること。 

(5) 法令等の遵守 

    下記のほか、竹林の湯の運営に関連する諸法令の遵守が求められます。 

・地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 

・労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規 

・千曲市情報公開及び個人情報保護に関する条例及び同施行規則 

・温泉法、温泉法施行令ほか温泉関係法規 

・公衆浴場法ほか公衆浴場関係法規 

・食品衛生法ほか食品衛生関係法規 

・フロン排出抑制法  
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・水質汚濁防止法 

・消防法、千曲坂城消防組合火災予防条例 

・下水道法 

・千曲市保養センター条例、千曲市保養センター条例施行規則 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 施設の管理及び運営に関すること。 

  ①職員の配置等に関すること 

   ア 受付係（施設管理）１名を配置する。 

 イ 防火管理者 １名（兼務可能） 

   ウ 職員の勤務形態は、竹林の湯の運営に支障がないように定めること。 

   エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

●基本的には、職員は千曲市内から採用すること。 

②施設の利用に関すること 

ア 目的外利用等、疑義の生じる相談があった際には、市と協議を行うこと。 

   イ 利用者から、利用料金を徴収すること。徴収方法は券売機とする。 

ウ 利用者数や徴収した利用料金等について、報告書を作成すること。書式・

記載内容は協定において定めることとする。 

エ 年２回の消防及び応急救護訓練を実施すること。（更埴消防署の指 

導による。） 

③自主事業に関すること 

 ア 別に定める経費により施設の自主事業を計画し、実施すること。 

イ 地域住民・利用者のニーズが反映されていること。 

   ウ 事業の対象者については、各年齢層や世代間交流を考慮すること。 

   エ 自主事業を実施する場合は、事前に市と協議し、経費は指定管理者が負

担すること。 

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

①保守管理業務 

ア 仕上材の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の発生がない状態を維持し、

かつ、美観を維持すること。 

イ 建築設備（給排水設備、浴室系給排水設備、空調設備、電気設備等）は、

日常点検、法定点検、定期点検等を行い、初期の性能を維持すること。 

給排水設備    ： 年１回以上 

浴室系給排水設備   ： 年１回以上 

空調設備     ： 年１回以上 

電気設備     ： 年６回以上 

自動ドア     ： 年３回以上 

消防用設備    ： 年２回以上 
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フロン排出抑制法による定期点検 ： ３年に１回以上（初年度） 

ウ 水質管理 

  給水関係水質検査  ： 年２回以上 

  浴槽内水質検査   ： 浴槽ごと年３回以上 

  浴槽内残留塩素検査 ： 週２回以上 

エ 毎日の点検 

  浴槽消毒機器（作動状況、消毒剤） 

  源泉設備 

  昇温設備等 

  ②清掃業務 

   施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行うこと。 

ア 業務内容 

床、壁、扉、ガラス、鏡、備品、照明器具、衛生機器等について、場

所ごとに、日常清掃、定期清掃を組合せ、環境整備に努める。 

イ 日常清掃の範囲 

事務室、トイレ、浴室、脱衣室、休憩室等、玄関、廊下、施設周りな

ど 

ウ 定期清掃の回数 

浴室及び脱衣場等  ： 月２回以上 

③設備・備品管理業務 

   ア 施設内備品の保守管理 

施設の運営に支障をきたさないよう、施設内の備品管理を行うこと。 

      市が作成する物品管理簿の管理を行うこと。 

      破損、不具合の生じた時には速やかに市に報告を行うこと。 

   イ 消耗品 

      施設の運営に支障をきたさないよう、必要な消耗品を適宜購入し、管

理を行うこと。 

   ウ 事務備品 

      施設の運営に支障をきたさないよう、事務備品の管理を行うこと。 

      市が作成する物品管理簿の管理を行うこと。 

      破損、不具合等が発生した時には、速やかに市へ報告すること。 

 (3) その他業務 

  ア 事業計画書及び収支予算書の作成 

  イ 事業報告書の作成 

  ウ 月報の作成 

エ 関係機関との連絡調整 

(4) 指定管理者が再委託できる業務の範囲について 

指定管理者は、指定を受けて実施する業務の全てを第三者に再委託するこ
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とはできません。ただし、一部の業務については、市との協議の上、再委託

することは可能です。 

 

４ 管理経費 

指定管理業務に係る経費は、収支予算書において提示のあった金額を参考に、

年度毎に予算の範囲以内で支払います。 

(1) 経費の支払 

会計年度（４月１日から翌年３月 31 日まで）を基準として、四半期毎に支払

います。 

(2) 区分会計の独立と管理口座 

指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び経理規定を設けると

ともに、収入及び経費については、団体自身の口座とは別の口座で管理してく

ださい。 

また、他の「公の施設」の指定も受ける場合、他の「公の施設」の管理口座

とは別の口座で管理する必要があります。 

★参考として、過去３年間の管理経費及び年度別利用状況を別紙に掲載して 

あります。 

 

５ 竹林の湯の利用料金 

(1) 保養センター（佐野川温泉竹林の湯）の利用料金は、指定管理者の収入とし

て取扱います。このことに伴い、管理経費の支払額は、本市の決定する利用料

金見込み額を差し引いた額となります。なお、利用料金収入が市の見込みを大

幅に上回った場合等は、別途市と協議を行うこととします。また、指定管理者

となった団体等は、千曲市と利用料金額の設定に係る協議を行い、条例の範囲

内で利用料金額を決定します。なお、施設の有効利用、利用促進、利便性の向

上等を考慮し、事前に協議の上、市の定めた利用料減免の基準以外の基準を設

定することができることとします。 

(2) 回数券の取り扱いについては、指定管理者が変更になってもそのまま使用でき

ることとします。また、万一回数券払い戻しが求められた際には、現指定管理

者が払い戻しに応じることとします。 

(3) 指定管理者が実施する自主事業（教室・講座等）の経費は、指定管理者の収支

とします。 

●教室・講座が実施できる時間帯についての詳細は、事業計画書（別紙様式）に

基づき協定で定め、教室・講座等の参加料には、使用する施設の使用料を含み

ます。 
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６ 管理運営状況に関するモニタリング 

(1) 指定管理者により、施設が適正に運営されているかどうかを確認するため、

市は定期的及び随時にモニタリングを実施します。 

(2) 指定管理者は、当該施設の管理運営に当たって、利用者の意見・要望等を把

握して管理運営業務に反映させるため、利用者から意見聴取を行い、結果を報

告するものとする。 

(3) 利用者からの意見聴取の方法については、市と指定管理者が協議して定めま

す。       

(4) 指定管理者は、市が指定する報告書を提出する必要があり、運営状況が適正

でないと認められる場合は、市は指定管理者に対して指導を行います。 

 

７ 事業継続が困難となった場合等の措置  

(1) 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  

指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該施設の適正な管理に著しい支

障が生じ、事業継続が困難となる恐れがあると認められる場合は、市は指定管

理者に対して改善勧告等を行ない、期間を定めて改善策の提出及び実施を求め

ることができます。この場合、指定管理者がその期間内に改善することができ

なかった場合等には、市は指定を取り消し、業務の全部又は一部の停止を命ず

ることができるものとします。  

(2) 指定が取り消された場合等の損害賠償  

前記（１）により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部又は一部

が停止された場合、指定管理者は、指定取り消し等によって生じた損害につい

て、市へ賠償をしなければなりません。  

(3) 不可抗力等による場合  

不可抗力その他市又は指定管理者の両者の責めに帰すことができない事由に

より、事業継続が困難となった場合は、施設管理の可否について両者協議の上、

市は指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部又は一部の停止を命じるこ

とができるものとします。  

 

８ 指定管理者と千曲市の責任分担 

項  目 指定管理者 千曲市 

運営の基本的考え方 
◎ 

○ 

条例・規則事項 

広報 
◎ 

○ 

市ホームページ関係 

施設の管理運営 ◎  

管理棟、倉庫等の物品管理 ◎  

必要な消耗品の購入 ◎  
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備品の管理 ◎ ○ 

施設の法的管理（占用・行

為許可） 

○ 

受付・書類交付事務に限る 
◎ 

苦情対応 ◎ ○ 

事故対応 ◎ ○ 

災害復旧  ◎ 

施設の修繕、改修等 ○ 

（協定で定める額未満のもの） 

◎ 

（協定で定める額以上のもの） 

施設賠償保険、火災保険 ◎ 

（保険範囲は協定に規定） 

 

包括的管理責任  ◎ 

 

９ 申請者の資格及び条件 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４に規定する者に該当しない者であること。 

(2) 千曲市建設工事等入札参加資格者に係る指名停要綱に基づく指名停止期間中

でないこと。 

(3) 会社更生法第 17 条又は民事再生法第 21 条の規定による更生手続き又は再生

手続きの開始の申し立てがなされた場合は、更生手続きの開始決定又は再生計

画の認可決定がなされていること。 

(4) 最近１年間の法人税、消費税、地方消費税及び市県民税を滞納していないこ

と。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）が属していないこと。また、暴力団（暴力団対策法第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。）との関与が認められるなど、

暴力団又は暴力団員との間に、社会的に非難されるべき関係がないこと。 

 (6) 指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体とする。

なお、団体の場合は必ずしも法人格を必要としませんが、個人では申請するこ

とができません。 

 (7) 申請者は、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置し、管理すること。 

 (8) 消費税の適格請求書保存方式（インボイス制度）における適格請求書発行事

業者として登録を受けた団体であること。ただし、当該施設の業務が消費税課

税取引に該当しない場合又は利用者が適格請求書を必要としない消費者等に限

られることが明確な場合はこの限りではない。 

 

10 募集要項の配布等 

(1) 配布場所 

   千曲市市民環境部市民生活課(市役所 2 階) 
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   〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目 1 番地 

   電 話：026－273－1111 内線 2242 

 ＦＡＸ：026－273－1924 

   Ｅメール：seikan@city.chikuma.lg.jp 

(2) 配布期間 

   令和５年７月２７日（木）から８月３１日（木）まで（午前８時 30 分～午後

５時 15 分）。ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除きます。 

 (3) 募集要項に関する質問受付 

募集要項の内容等に関する質問を、以下のとおり受け付けます。 

受付期間：令和５年８月７日（月）から８月１７日（木）まで 

     回答の都合上、最終日は午後５時着信分までで締め切らせていた 

だきます。 

受付方法：任意の質問書に記入のうえ、E メールに添付あるいは FAX にて送信 

してください。 

質問の回答：募集締め切り日の 10 日前までに、千曲市ホームページで公表し

ます。 

 

11 提出書類 

この要項により指定管理者の指定を受けようとする者は、提出期間内に次の書

類を市長に提出してください。 

 (1) 指定申請書 様式第１号（千曲市公の施設における指定管理者の指定の手続

等に関する条例施行規則（以下「規則」という。）第２条関係） 

  (2) 保養センター（佐野川温泉竹林の湯）指定管理者事業計画書 様式第２号（規

則第２条関係） 

(3) 保養センター（佐野川温泉竹林の湯）の管理に関する業務の収支予算書 様

式第２号（規則第２条関係） 

   なお、申請者において様式第２号及び第３号の要件を満たす独自の事業計画

書及び収支予算書を作成して提出してもかまいません。 

(4) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本（法人以外の団体にあっては、会則

等） 

(5) 当該団体の前事業年度の貸借対照法及び財産目録 

(6) その他市長が必要と認める書類 

12 応募者説明会 

  応募方法、応募書類、指定管理者業務等について説明会を開催します。（参加人

数については、１団体につき２名までとし、参加希望団体は説明会前日の午後５

時までにメールで連絡してください。メールアドレスは１０(1)を参照ください。） 

 (1) 日 時  令和５年８月７日（月）午後１時３０分～（概ね 30 分程度） 

(2) 場 所  千曲市役所 303 会議室  （3 階） 
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(3) その他    希望に応じ、説明会終了後現地での説明を実施します。 

        なお、現地への移動は、各自でお願いします。 

 

13 申請書の提出先及び提出期限 

  提出先は、募集要項配布場所と同じです。 

提出期限は、令和５年８月３１日（木）午後５時必着です。 

※受付開始は、８月２３日（水）午前８時３０分です。 

提出期限以後の変更及び追加は認めません。 

 

14 指定管理者の選定等 

(1) 指定管理者選定の方式 

指定管理者の選定は公募型プロポーザル方式を採用します。 

指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置し、選定委員会 

が指定管理者の候補者を決定します。 

(2) 応募者の審査 

書類審査を行うほか、必要に応じてプレゼンテーションを実施し、指定管理者

の候補者を決定します。 

(3) 審査結果の通知及び公表 

 審査結果については、応募書類を提出した応募者全員に対して通知するととも

に、ホームページへの掲載等により公表いたします。 

 (4) 協定の締結                   

千曲市と優先交渉権者は細目について協議を行い、仮協定を締結します。また、

指定議案及び予算の議決後、正式に協定を締結します。 

 

15 選定の基準等 

 (1) 選定基準 

千曲市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の規定

によります。 

ア 事業計画書による公の施設の運営が、住民の平等利用を確保することがで

きるものであること。 

イ 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その

管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するも

のであること。 

 (2) 審査項目 

  指定管理者制度導入に係る基本指針に定める評価基準基づき審査を行います。 

ア 住民の平等利用を確保する運営 

(ア) 団体運営の透明性・公正性 
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(イ) 利用者への対応、接遇 

イ 施設効用の最大限の発揮と管理経費の縮減 

(ア) 効率的効果的な運営への取り組み 

ウ 管理を安定して行う物的・人的能力  

  (ア) 団体の理念・姿勢 

(イ) 受託への意欲・熱意 

(ウ) 団体の安定性・継続性 

(エ) 施設管理の安全性への配慮 

(オ) 職員体制と職員の育成 

 

16 応募に際しての留意事項 

（1）接触の禁止 

選定委員、本件業務に従事する本市職員及び本件関係者に対し、本件応募につ

いての接触を禁じます。接触の事実が認められた場合は失格となることがありま

す。 

（2）応募内容の変更禁止 

  提出された書類の内容を変更することはできません。 

 (3) 虚偽の記載をした場合の取扱い 

  応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

(4) 応募の辞退 

 応募受付後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出してください。 

(5) 費用負担 

  応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。 

(6) 提出書類の著作権 

本市が提示する設計図書等の著作権は、千曲市及び作成者に帰属し、応募者の

提出する書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属します。なお、本事業におい

て公表する場合、その他本市が必要と認めるときは、本市は提出書類の全部又は

一部を使用できるものとします。 

(7) 指定管理者審査に関する情報の公開 

指定管理者審査過程における申請団体名、評価結果、総合的な評価点、候補者

として選定された団体の選定理由及び事業企画提案の概要（個人情報及び法人に

係る事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるものな

ど、非開示とするものを除く）については、原則として市は公開の対象とします。 

また、提出書類については、千曲市情報公開及び個人情報保護に関する条例に

基づき公開請求があった場合は、当該条例に定める非公開情報を除き公開としま

す。 

 

 



 11

17 指定管理者の取り消し等 

  指定管理者の優先交渉権者が、正当な理由なくして協定の締結に応じない場合、

指定管理者による事業の履行が確実でないと認められる場合、または、著しく社

会的信用を失う等により指定管理者としてふさわしくないと認められる場合は、

指定管理者の指定の決定を取り消すことがあります。 

 

18 公の施設の廃止 

千曲市は、指定の期間に関わらず、当該施設を公の施設として廃止することが

あります。その場合は、遅くとも廃止しようとする日の 1 年前までに、その旨を

指定管理者に通知します。なお、公の施設の廃止により、指定管理者に損害や損

失が生じた場合には、合意性が認められる範囲で千曲市が負担することを原則と

して、千曲市と指定管理者との協議により決定します。 


